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赤池町社会福祉見舞金を受けるお年寄達 

（老人 ホ ー ム天郷荘） 

町 の 人 口 

Gl月末日現在） 

総人口 8, 891人 

4, 172人 

4,n9 人 

世帯数 2, 677世帯 

男
 
女
 

赤
池
町
社
会
福
祉
協
議
会
よ
り
 

老
令
者
に
見
舞
金
を
プ
・
 

赤
池
町
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
年
末
 

に
高
令
者
に
対
し
て
見
舞
金
を
贈
呈
し
 

ま
し
た
。
 

老
令
者
達
は
思
わ
ぬ
お
年
玉
を
い
た
 

だ
き
良
い
正
月
を
迎
る
こ
と
が
出
来
る
 

と
大
喜
び
で
し
た
。
 

赤
池
町
福
祉
見
舞
金
 

90 

才
以
上
 

三
千
円
 

、ノ 

や
 

か
 
j
/ 

80 

才
以
上
一
人
暮
 

二
千
円
 

寝
た
き
り
 80 

才
以
上
 

二
千
円
 

80 

才
以
上
老
夫
婦
 

二
千
円
 

重
度
身
障
者
 

一
一
千
円
 

長
期
療
養
入
院
患
者
（
結
核
）
 

一
一
千
円
 

町
内
入
院
患
者
 80 

才
以
上
 

一
一
千
円
 

老
人
ホ
ー
ム
の
 

お
年
寄
大
喜
び
ノ
 

こ
の
た
び
当
荘
収
容
の
お
年
寄
り
達
 

へ
温
か
い
お
心
尽
し
の
慰
問
金
を
当
町
 

か
ら
 90 

才
以
上
の
高
令
者
に
は
三
千
円
 

町
内
入
荘
者
に
は
二
千
円
、
町
外
入
荘
 

者
に
は
千
円
御
恵
贈
下
さ
れ
誠
に
有
難
 

く
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

当
荘
の
老
人
達
は
正
月
の
小
遺
い
が
 

で
き
た
と
言
っ
て
大
喜
び
で
す
。
 

又
、
旧
年
中
に
慰
問
金
品
を
当
荘
に
 

下
さ
い
ま
し
た
方
々
に
は
、
次
の
町
時
 

報
に
登
載
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
 

す。 

一
月
十
五
日
（
月
）
は
 

成

人

 の
 
日
 
で
 
す
 

今
年
赤
池
町
で
成
人
に
な
る
若
者
は
 

総
数
で
二
百
一
名
 

男
 

九
七
名
 

女
 

百
四
名
 

地
区
別
 

ヒ
野
地
区
 

三
十
八
名
 

市
場
地
区
 

四
十
一
名
 

赤
池
地
区
 

百
二
十
二
名
 

人
生
行
路
の
第
一
歩
と
し
て
選
挙
権
 

が
で
き
ま
す
。
 

成
人
に
な
ら
れ
た
方
達
は
責
任
の
あ
 

る
行
動
を
と
り
将
来
の
赤
池
町
を
に
な
 

う
若
者
と
し
て
一
生
懸
命
励
ん
で
下
さ
 

い。 
成
人
式
は
一
月
十
五
日
 

赤
池
中
学
校
体
育
館
に
て
行
な
わ
れ
 

ま
し
た
。
 

『”ー 

ご成人おめでとうございます 

赤 池 町 役 場 

赤池町教育委員会 

赤池町選挙管理委員会 
一
 



==(3) (2)--け
 

か
 

あ
 

報
 

広
 

十
J
 

、
 

・

、

 

か
 

あ
 

報
 

広
 

福
岡
県
青
少
年
育
成
指
導
 

員
に
赤
池
町
よ
り
岩
城
辰
美
 

氏
が
委
嘱
さ
れ
る
 

交
通
の
「
お
じ
さ
ん
」
で
毎
朝
雨
の
 

日
、
風
の
日
も
赤
池
駅
踏
切
り
で
良
い
 

子
の
通
学
を
指
導
し
「
カ
ー
族
」
か
ら
 

は
、
け
む
た
い
お
や
じ
の
岩
城
辰
美
さ
 

ん
は
又
少
年
補
導
員
と
し
て
青
少
年
の
 

悪
へ
の
道
の
踏
切
番
と
し
て
も
大
活
躍
 

を
し
て
い
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
ほ
ど
福
 

岡
県
青
少
年
育
成
連
合
会
よ
り
育
成
指
 

導
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
 

岩
城
辰
美
さ
ん
は
身
障
の
身
体
で
か
 

つ
又
職
業
を
も
も
っ
て
お
ら
れ
る
そ
の
 

僅
か
な
暇
を
使
っ
て
社
会
教
育
へ
の
熱
 

意
を
燃
さ
れ
青
少
年
の
非
行
防
止
に
日
 

夜
を
間
わ
ず
尽
力
さ
れ
て
い
る
手
腕
を
 

県
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
 

今
後
の
活
躍
を
お
願
い
す
る
次
第
で
 

す。 

「
若
者
の
集
い
」
 

に
集
ま
ろ
う
ノ
 

こ
の
た
び
町
内
の
青
年
達
に
よ
る
、
 

青
年
の
親
睦
と
交
流
を
は
か
り
青
年
活
 

動
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
ヤ
ン
グ
の
集
 

い
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
だ
れ
で
 

'’、 

議
糾
極
七
写
一
 

」
U

り
 

r
り
廿
り
り
0
り
り
り
ロ
り
り
り
り
り
り
H
一 

且
町
議
会
事
務
局
廿
 

昭
和
四
十
七
年
第
十
一
回
町
議
会
 

（
十
二
月
定
例
議
会
）
が
、
十
二
月
四
 

日
（
月
）
開
か
れ
、
町
長
提
出
議
案
十
五
 

件
、
請
願
一
件
を
議
題
と
し
、
そ
れ
ぞ
 

れ
原
案
ど
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。
 

議
案
及
び
請
願
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

＠
昭
和
四
十
六
年
度
一
般
会
計
決
算
 

の
認
定
．
 

歳
入
 
七
六
一
、
九
七
一
一
、
一
一
七
五
円
 

歳
出
 
七
六
一
、
六
三
二
、
八
一
九
円
 

＠
昭
和
四
十
六
年
度
特
別
会
計
国
民
 

健
康
保
険
決
算
の
認
定
。
 

歳
入
 
四
三
、
四
四
一
、
三
四
五
円
 

歳
出
 

四
三
、
三
〇
四
、
五
二
八
円
 

＠
昭
和
四
十
六
年
度
特
別
会
計
赤
池
 

橋
架
設
準
備
積
立
金
決
算
の
認
定
。
 

歳
入
・
歳
出
 

七
ニ
九
、
九
六
八
円
 

＠
昭
和
四
十
六
年
度
特
別
会
計
住
宅
 

改
修
資
金
貸
付
事
業
決
算
の
認
定
。
 

歳
人
 

二
、
二
二
一
、
五
五
三
円
 

歳
出
 
二、 

一
〇
三
、
五
〇
五
円
 

⑨
昭
和
四
十
六
年
度
特
別
会
計
鋤
木
 

田
簡
易
水
道
決
算
の
認
定
。
 

歳
入
・
歳
出
 

三
、
〇
四
〇
、
〇
〇
C
円
 

も
気
軽
に
参
加
し
て
下
さ
い
。
 

①
 
日
 
時
 

一
月
二
十
七
日
（
土
）
午
後
七
時
 

＠
 
場
 
所
 

赤
池
町
公
民
館
 

⑤
 
催
 
し
 

フ
オ
ー
ク
ダ
ン
ス
、
歌
、
ゲ
ー
ム
等
 

赤
池
中
学
校
剣
道
部
員
の
 

五
名
に
初
段
の
段
位
を
授
 

与
さ
れ
る
。
 

暑
さ
や
寒
さ
も
い
と
わ
ず
病
気
に
も
 

負
け
な
い
で
来
る
日
、
去
る
日
を
剣
道
 

い
ち
ず
に
、
し
か
も
下
級
生
を
い
た
わ
 

り
教
え
導
き
な
が
ら
た
だ
ひ
た
す
ら
に
 

男
へ
の
中
学
生
若
武
者
五
名
が
去
る
十
 

二
月
の
初
段
試
験
に
大
量
五
人
の
合
格
 

者
を
出
し
て
日
頃
の
精
じ
ん
の
甲
斐
あ
 

っ
て
と
指
導
者
太
田
敏
男
先
生
、
原
田
 

悟
先
生
剣
道
部
長
を
囲
み
な
お
一
層
の
 

練
習
を
心
に
誓
い
又
下
級
生
は
こ
れ
に
 

続
く
よ
う
に
と
祈
り
合
い
ま
し
た
。
 

晴
れ
の
昇
段
に
一
校
五
名
を
出
し
た
 

の
は
県
下
で
赤
池
中
学
校
が
初
め
て
で
 

す。 晴
れ
の
初
段
者
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
 

ー
 
ー
 

} 

' 

) 

⑥
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
 

一
部
改
正
。
 

（
単
純
労
務
職
を
含
む
）
 

町
職
員
の
給
与
に
関
し
人
事
院
勧
 

告
に
よ
り
国
家
公
務
員
の
給
与
改
正
に
 

準
じ
て
改
正
 

⑥
町
長
、
助
役
、
収
入
役
給
与
条
例
 

の
一
部
改
正
。
 

特
別
職
報
酬
審
議
会
の
答
申
に
基
 

づ
い
て
改
正
 

町
 
長
 

二
一
四
、
〇
〇
〇
円
 

助
 
役
 

一
八
「
、
〇
〇
〇
円
 

収
入
役
 

一
五
六
、
〇
O
〇
円
 

＠
町
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
 

償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
 

特
別
転
報
酬
審
議
会
の
答
申
に
よ
 

り
改
正
 

議
 
長
 
六
一
、
〇
〇
〇
円
 

副
議
長
 
五
五
、
〇
〇
〇
円
 

議
 
員
 
五
一
、
〇
〇
〇
円
 

＠
町
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
 

の
他
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
 

改
正
。
 町

取
員
の
給
与
に
関
し
人
事
院
勧
 

告
に
よ
り
国
家
公
務
員
の
給
与
が
改
正
 

さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
準
じ
て
改
正
 

教
育
長
俸
給
表
三
号
俸
 

九
九
、
七
〇
〇
円
 

⑥
一
般
恥
の
取
員
の
通
勤
手
当
支
給
 

方
法
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
。
 

通
動
距
離
が
片
道
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
 

ル
以
上
で
原
動
機
付
の
交
通
用
具
を
常
 

用
と
し
て
通
勤
す
る
取
員
 

一
，
O
〇
〇
円
 

そ
の
他
 

す。 
村
井
良
弘
君
、
宗
定
和
弘
君
 

池
田
浩
生
君
、
池
田
隆
彦
君
 

末
松
志
貴
君
 

交
通
事
故
防
止
に
つ
い
て
 

年
末
年
始
は
皆
さ
ん
の
気
持
が
ゆ
る
 

み
が
ち
で
す
。
 

新
年
を
迎
え
て
今
年
は
赤
池
町
全
体
 

で
交
通
事
故
を
防
止
し
交
通
安
全
誓
言
 

を
住
民
が
一
丸
と
な
っ
て
守
る
よ
う
に
 

し
ま
し
ょ
う
。
 

次
の
こ
と
を
皆
で
守
り
交
通
事
故
を
 

起
し
た
り
、
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
 

し
ま
し
ょ
う
。
 

1
、
飲
酒
運
転
は
、
絶
対
に
や
め
ま
し
 

よ・つ。 

酒
の
席
に
で
る
と
き
は
、
自
動
車
を
 

運
転
し
て
い
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
 

・つ。 
ま
た
、
ま
わ
り
の
人
も
、
自
動
車
を
 

運
転
す
る
人
に
は
酒
を
飲
ま
せ
な
い
よ
 

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
 

，
飲
ん
で
乗
る
あ
な
た
は
天
国
家
族
は
 

地
撤
I
 

，
好
き
な
酒
だ
さ
ぬ
も
か
げ
の
事
故
防
 

止I 
2
、
ス
ピ
ー
ド
の
制
限
時
速
を
守
り
ま
 

し
ょ
・
つ
。
 

ス
ピ
ー
ド
の
だ
し
す
ぎ
や
無
理
な
追
 

越
し
も
死
に
つ
な
が
る
危
険
な
行
為
で
 

す。 あ
せ
ら
ず
車
の
流
れ
に
順
応
し
て
走
 

⑥
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
 

赤
田
耕
作
名
義
の
土
地
は
個
人
所
 

有
名
義
と
な
っ
て
い
る
が
実
質
的
に
は
 

部
落
有
財
産
で
、
法
的
に
は
、
町
の
管
 

理
に
属
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
の
 

で
第
九
区
、
第
十
区
の
住
民
の
権
利
は
 

保
持
し
な
が
ら
町
名
義
と
す
る
た
め
の
 

訴
え
。
 

訴
え
の
代
理
人
 

敷
地
隆
光
弁
護
士
（
福
岡
市
）
 

回
工
事
請
負
契
約
の
締
結
 

昭
和
四
十
七
年
度
臨
時
石
炭
鉱
害
 

復
旧
事
業
（
瀬
ケ
谷
下
水
道
復
旧
工
 

事） 着
工
 

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
三
十
 

［ロ 

完
成
 
昭
和
四
十
八
年
三
月
二
十
日
 

工
事
費
 

一
千
六
十
七
万
円
 

請
負
者
 
崎
山
組
（
方
城
町
）
 

⑥
昭
和
四
＋
七
年
度
一
般
会
計
補
正
 

予
算
 

補
正
額
 
九
千
九
百
七
十
四
万
三
千
 

円
 

こ
れ
に
よ
り
昭
和
四
＋
七
年
度
一
般
 

会
計
予
算
総
額
は
、
 
一
億
百
七
十
万
六
 

千
円
と
な
る
。
 

⑥
町
教
育
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
 

て。 
…
・
・
教
育
委
員
一
名
が
十
二
月
二
十
一
一
 

日
任
期
満
了
と
な
る
た
め
。
 

選
任
委
員
住
所
氏
名
 

赤
池
町
大
字
赤
池
四
一
五
番
地
 

内
田
波
夫
（
う
ち
だ
な
み
お
）
 

（
大
正
四
年
九
月
二
十
五
日
生
）
 

り
、
又
ス
ピ
ー
ド
の
だ
し
す
ぎ
や
無
理
 

な
追
越
し
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
 

赤

池

 町
 

飼
い
犬
取
締
条
例
 

（
こ
う
傷
犬
に
対
す
る
措
置
）
 

第
八
条
 
町
長
は
、
野
犬
に
よ
る
人
畜
 

そ
の
他
に
対
す
る
危
害
防
止
の
た
め
野
 

犬
の
捕
獲
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
通
 

常
の
方
法
で
は
捕
獲
が
著
し
く
困
難
な
 

事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
わ
な
 

又
は
薬
物
を
使
用
し
て
野
犬
を
捕
獲
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 
町
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
野
 

犬
の
捕
獲
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
 

め
、
そ
の
期
間
、
区
域
及
び
方
法
を
定
 

め
て
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
す
べ
て
 

の
飼
い
犬
の
け
い
留
を
命
ず
る
旨
の
告
 

示
を
し
、
当
該
区
域
内
及
び
そ
の
住
民
 

に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
の
捕
 

獲
は
、
狂
大
病
予
防
法
第
三
条
に
規
定
 

す
る
狂
犬
病
予
防
員
の
監
督
の
も
と
に
 

あ
ら
か
じ
め
町
長
が
指
定
し
た
野
犬
捕
 

⑥
恩
給
・
年
金
制
度
の
改
善
に
関
す
 

る
請
願
。
 

請
願
紹
介
議
員
 

定
宗
美
義
 
太
田
勝
治
 

本
議
会
の
決
議
書
を
関
係
機
関
に
 

送
付
す
る
事
に
よ
り
請
願
の
主
旨
を
了
 

と
し
て
採
択
と
決
定
し
、
決
議
書
提
出
 

⑧
恩
給
、
年
金
制
度
の
改
善
に
関
す
 

る
決
議
 

こ
の
決
議
書
を
左
記
関
係
機
関
に
提
 

出
し
た
。
 

▽
内
閣
総
理
大
臣
（
田
中
 
角
栄
）
 

▽
大
蔵
大
臣
 

（
植
木
庚
子
郎
）
 

▽
自
治
大
臣
 

（
福
田
 

一） 

▽
厚
生
大
臣
 

（
塩
見
 

俊
一
）
 

▽
総
務
長
宮
 

（
本
名
 

武） 

出
席
議
員
 
十
八
名
 

欠
席
議
員
 
O
名
 

田
川
郡
町
村
対
抗
 

駅
伝
大
会
に
初
出
場
 

堂
々
四
位
に
入
賞
 

さ
る
十
二
月
十
七
日
（
日
）
本
年
の
 

最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
町
村
対
抗
 

駅
伝
大
会
に
赤
池
町
が
初
出
場
し
、
参
 

加
チ
ー
ム
十
八
チ
ー
ム
で
彦
山
駅
前
を
 

ス
タ
ー
ト
し
て
川
崎
町
役
場
ま
で
五
区
 

間
二
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
走
り
し
ま
 

た。 
一
区
を
十
位
で
二
区
に
タ
ス
キ
を
渡
 

し
た
赤
池
チ
ー
ム
は
四
区
で
一
挙
に
五
 

人
を
抜
き
、
最
後
五
区
で
又
一
人
抜
い
 

て
初
出
場
に
て
四
位
で
テ
ー
プ
を
切
り
 

獲
人
を
使
用
し
て
捕
獲
さ
せ
る
も
の
と
 

す
る
。
 

4
 
狂
犬
病
予
防
員
及
び
野
犬
捕
獲
人
 

が
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
 

の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
 

人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
 

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
立
入
調
査
）
 

第
十
条
 
町
長
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
 

を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
 

る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
飼
い
犬
 

を
飼
育
又
は
管
理
し
て
い
る
場
所
（
人
 

の
居
住
す
る
建
物
を
除
く
。
）
 
に
立
っ
 

て
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
 
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
 

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
 

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
 

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
罰
則
）
 

第
十
一
条
 
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
 

て
飼
い
犬
を
け
い
留
し
な
か
っ
た
者
、
 

第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
飼
い
犬
を
 

捨
て
た
者
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
 

に
よ
る
届
出
を
怠
り
、
も
し
く
は
偽
り
 

の
届
出
を
し
た
者
は
、
五
千
円
以
下
の
 

罰
金
に
処
す
る
 

2
 
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
 

に
従
わ
な
か
っ
た
者
は
ニ
万
円
以
下
の
 

罰
金
に
処
す
る
 

3

、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
 

を
正
当
な
理
由
が
な
く
拒
み
、
妨
げ
、
 

も
し
く
は
忌
避
し
又
は
そ
の
質
問
に
対
 

し
偽
り
の
答
え
を
し
た
者
は
二
千
円
以
 

下
の
科
料
に
処
す
る
。
 

ン！ J 

ま
し
た
。
 

メ
ン
バ
ー
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

一
区
 

一一区 

111
区
 

四
区
 

五
区
 

補
欠
 

宮
崎
秀
樹
 

奥
永
晶
111 

尾
仲
光
夫
 

村
上
浩
二
 
（
区
間
二
位
）
 

高
林
晴
樹
（
区
間
賞
）
 

高
林
幸
広
 

交
通
マ
ナ
ー
学
習
で
 

少
年
少
女
サ
イ
ク
リ
ン
グ
 

大
会
終
る
 

冬
を
忘
れ
た
様
な
陽
光
の
下
十
二
月
 

三
日
午
前
九
時
か
ら
少
年
少
女
サ
イ
ク
 

リ
ン
グ
大
会
が
公
民
館
と
町
体
協
の
指
 

導
で
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

集
っ
た
少
年
少
女
八
＋
名
町
公
民
館
 

を
出
発
し
、
小
峠
の
坂
や
カ
ー
ブ
も
何
 

の
そ
の
六
班
に
分
れ
て
ー
キ
ロ
メ
ー
ト
 

ル
も
つ
づ
く
銀
輪
部
隊
は
風
船
を
ハ
ン
 

ド
ル
に
高
く
上
げ
、
体
協
の
お
じ
さ
ん
 

の
先
導
で
頴
田
町
を
経
て
筑
豊
レ
ク
リ
 

エ
ー
シ
 
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
ま
で
筑
豊
サ
イ
 

ク
リ
ン
グ
道
路
へ
こ
こ
で
ゲ
ー
ム
、
正
 

し
い
自
転
車
の
乗
り
方
を
学
習
し
て
、
 

直
方
へ
そ
し
て
赤
池
町
へ
と
規
則
正
し
 

く
朗
ら
か
に
終
日
を
一
人
の
事
故
も
な
 

く
楽
し
い
サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会
を
終
え
 

ま
し
た
。
 

新
し
い
年
に
は
た
く
さ
ん
の
参
加
を
 

お
願
い
し
ま
す
。
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一
 、

 
'
 

か
 

広 報 あ 

青

少

年

非

行

化

防

止

 

（
そ
の
四
）
 

こ
の
広
報
あ
か
い
け
に
青
少
年
の
非
 

行
防
止
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
よ
び
か
け
 

て
四
回
目
で
す
が
、
明
る
い
町
の
建
設
 

は
明
る
い
少
年
づ
く
り
か
ら
、
少
年
の
 

非
行
防
止
は
明
る
い
家
庭
づ
く
り
か
ら
 

の
一
語
に
つ
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
町
 

の
非
行
の
状
態
は
悲
し
い
こ
と
に
、
日
 

時
を
か
さ
ね
て
上
昇
し
て
き
て
い
ま
 

す。 年
令
は
低
年
化
し
て
、
中
学
の
下
級
 

か
ら
小
学
校
の
五
年
位
ま
で
に
む
し
ば
 

ん
で
来
て
い
ま
す
。
 

赤
池
中
学
校
の
昭
和
四
十
六
年
四
月
 

よ
り
十
月
ま
で
警
察
補
導
の
デ
ー
タ
ー
 

は
表
の
と
お
り
で
す
．
 

自
分
の
子
供
は
人
の
子
供
で
は
あ
り
 

ま
せ
ん
皆
赤
池
町
の
子
供
で
す
。
 

シ
ン
ナ
ー
、
ボ
ン
ド
遊
び
や
ワ
イ
セ
 

ツ
の
非
行
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

高
校
生
の
高
学
年
に
な
る
と
進
学
、
 

就
取
と
い
う
人
生
の
転
機
と
考
え
方
が
 

高
度
化
し
て
●
て
減
少
し
て
い
る
よ
う
 

で
す
。
 

'‘、 

非
行
を
見
た
り
聞
い
た
な
ら
ば
、
す
 

ぐ
も
よ
り
の
警
察
か
各
学
校
の
補
導
の
 

・
先
生
も
し
く
は
少
年
補
導
委
員
に
お
知
 

〇の内の数字は女子 ※ 赤池中学校生徒の警察補導数 

ら
せ
下
さ
い
。
 

皆
さ
ん
の
御
協
力
を
お
願
・
い
し
ま
 

す。 

学 年 

区 分 ー ~~～一一一～ 

1 年「生 2 年 生 3 年 生 合 

件 数 人 員 件 数 員
 

人
 

件 数 人 員 件 数 人 員 

窃 盗 

ワ イ セ ッ 

喧 嘩 未 遂 （他校） 

校区外交友 （外泊） 

怠 学 

喫 煙 

シンナ・ー ボンド遊び 

夜間はい個 （深夜） 

家 出 

6W ①
 

「ー 

‘ー 

・・ー 

にJ 

ら〕 

d
， 

・ー 

n
乙
 

4
' 

‘ー 

3
 

5
 

3
 

I‘ー 

にJ 

・1 

4
 

8
 

3
 

‘ー 

8W 

6 

12 

5W 

9 

19W 

21 

34 

15 

11W 

l 
相 ① 

12 

24 

10 

17W 

1 

9 

21 Q 

30 

57 

22 

12 

計 22 WI 36W 17 22 39W 119 ② 78W 177W 

) 

つ 

駅

前

公

圏

を

 

き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
ノ
・
 

赤
池
駅
前
広
場
は
町
民
の
も
の
で
 

す。 町
外
か
ら
赤
池
駅
に
降
り
た
人
は
駅
 

前
に
公
園
を
も
つ
赤
池
町
の
人
々
に
う
 

ら
や
ま
し
さ
を
皆
ん
な
感
じ
る
と
い
っ
 

て
い
ま
す
。
 

し
か
し
そ
の
公
園
が
駐
車
場
や
ゴ
ミ
 

‘、 け か
 

あ
 

報
 

広
 

I 

捨
て
場
に
な
っ
て
は
上
野
峡
を
も
つ
赤
 

池
町
の
恥
で
す
。
 

四
季
会
員
の
手
で
き
れ
い
に
な
っ
て
 

新
し
く
迎
え
る
昭
和
四
十
八
年
こ
そ
つ
 

と
め
に
出
て
ゆ
く
町
民
、
観
光
に
来
ら
 

れ
る
町
外
の
人
の
「
憩
い
の
場
」
と
し
 

て
町
民
一
人
一
人
の
手
で
美
し
く
又
 

「
さ
ん
さ
く
の
場
」
と
し
て
守
っ
て
い
 

き
ま
し
ょ
う
。
 

駅
前
の
公
園
は
町
民
の
姿
で
す
。
 

駅前公園を清掃する四季会員の人達 

赤

池

町

公

民

館

句

会

 

白
石
天
留
翁
 
選
 

陶
土
干
す
そ
の
傍
に
消
炭
も
 

駒
 
女
 

玉
垣
に
父
の
名
も
あ
り
銀
杏
散
る
 

春
 
翁
 

枯
れ
て
ゆ
く
も
の
に
深
々
雨
降
れ
り
 

水
心
子
 

霜
の
夜
陶
土
揚
く
音
正
確
に
 

昭
 
女
 

落
葉
舞
ふ
空
の
高
さ
の
限
り
な
く
 

青
 
甫
 

水
漬
き
た
る
舟
あ
る
の
み
の
湖
の
冬
 

一 

歩
 

恰
好
の
枝
に
掛
大
根
あ
た
ま
 

選
 
者
 
吟
 

裏
作
を
廃
め
し
刈
田
の
広
々
と
 よ

し
子
 

天
留
翁
 

赤

池

町

役

場

案

内

 

（
そ
の
一
）
 

今
年
よ
り
連
載
で
町
役
場
内
の
案
内
 

を
し
ま
す
。
 

二
・
住
民
の
皆
さ
ん
は
役
場
内
を
良
く
知
 

一
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
 

第
一
回
目
は
総
務
課
を
御
案
内
し
ま
 

す。 総
務
課
長
 
池
田
甲
子
生
 

課
長
補
佐
 
江
藤
 

剛
 

財
政
係
長
 
藤
村
 
友
也
 

文
書
広
報
係
 

選
挙
管
理
委
員
会
以
上
で
す
。
 

仕
事
の
内
容
は
 

庶
務
係
 

人
事
給
与
及
び
職
員
の
身
分
に
関
す
る
 

務
 

総
 

課長補佐 

こ
と
。
 

町
議
会
に
関
す
る
こ
と
。
 

行
政
区
域
に
関
す
る
こ
と
。
 

町
条
例
お
よ
び
規
則
、
規
程
に
関
す
る
 

こ
と
。
 

自
衛
隊
に
関
す
る
こ
と
 

選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。
 

財
政
係
 

町
の
予
算
に
関
す
る
こ
と
 

町
の
財
産
及
び
造
営
物
の
管
理
に
関
す
 

る
こ
と
 

物
品
購
入
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
 

文
書
広
報
係
 

町
時
報
編
集
発
行
に
関
す
る
こ
と
 

文
書
の
収
受
、
発
送
に
関
す
る
こ
と
。
 

そ
の
他
文
書
、
広
報
に
関
す
る
一
切
の
 

こ
と
。
 

選
挙
管
理
委
員
会
 

ー
ー
 

文
書
広
報
係
 

庶
務
係
長
ー
 
係
 

目1 

財
政
係
長
 

係
 

、ソ 

脱明るく清き良い町に’' 

J 

赤池町国民健康保険 

運営協議委員はどん 

な人が選ばれるか 

国
民
健
康
保
 

険
運
営
協
議
会
 

委
員
は
、
赤
池
 

町
国
民
健
康
保
 

険
被
保
険
者
を
 

代
表
す
る
委
員
 

」
落
、
国
民
健
 

康
保
険
医
を
代
 

表
す
る
医
師
（
歯
科
医
）
三
名
，
赤
 

池
町
町
議
会
議
員
の
う
ち
公
益
を
代
 

表
す
る
委
員
三
名
、
計
九
名
の
委
員
 

で
運
営
し
て
い
ま
す
っ
 

国
民
健
康
保
険
運
営
委
員
の
任
期
 

は
二
年
で
す
。
 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
委
員
 

の
主
な
仕
事
は
国
民
健
康
保
険
税
の
 

税
率
を
決
め
た
り
、
保
険
給
付
の
種
 

類
及
び
内
容
の
変
更
や
保
険
施
設
の
 

実
施
大
綱
そ
の
他
保
険
に
関
す
る
重
 

要
な
事
項
な
ど
決
め
た
り
し
ま
す
。
 

『

緒

方

句

狂

を

し

の

ぷ

』

 

緒
万
句
狂
は
昭
和
九
年
五
月
八
日
坑
 

内
作
業
甲
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
事
故
に
よ
り
 

中
年
に
し
て
失
明
し
悲
歎
慎
悩
の
中
か
 

ら
俳
句
を
始
め
遂
に
全
国
的
に
盲
俳
人
 

句
狂
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
人
物
 

で
あ
る
。
 

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
に
二
十
五
回
 

忌
の
追
悼
句
会
を
催
し
た
。
 

当
町
出
身
の
文
化
人
と
し
て
誇
る
も
 

の
で
あ
る
。
 

「
両
眼
摘
出
昼
夜
を
わ
か
た
ず
」
と
 

あ
っ
て
長
き
夜
と
も
短
か
き
日
と
も
わ
 

き
ま
え
ず
 

句
 
狂
 

こ
の
時
か
ら
句
狂
君
の
肉
眼
は
盲
ひ
 

た
が
心
眼
は
開
け
た
の
で
あ
る
 

と
 

俳
聖
高
浜
虚
子
は
言
っ
て
い
る
。
 

月
に
出
て
杖
と
歩
み
を
お
の
づ
か
ら
 

句
 
狂
 

野
路
楽
し
蝶
（
い
な
ご
）
は
ら
は
ら
杖
 

を
う
っ
 

句
 
狂
 

杖
つ
い
て
子
に
従
い
て
初
詣
 

旬
 
狂
 

こ
の
よ
う
に
盲
人
と
し
て
の
悲
し
み
 

は
な
く
明
る
く
楽
し
い
、
失
明
後
、
俳
 

旬
一
途
に
生
き
て
そ
し
て
若
く
し
て
逝
 

っ
た
句
狂
は
筑
豊
に
尊
い
文
化
の
灯
を
 

と
も
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
 

、
。
 

（
旬
狂
は
赤
池
駅
前
旅
館
寿
屋
が
生
 

家
で
あ
る
。
）
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お知らせ 

け
 

、 ' か
 

あ
 

報
 

広
 

ジ
フ
テ
リ
ァ
予
防
接
種
 

該
当
者
 

1
 
昭
和
 48 

年
4
月
小
学
校
に
入
学
す
 

る
お
子
さ
ん
。
 

2
 
昭
和
 48 

年
3
月
に
小
学
校
を
卒
業
 

す
る
児
童
。
 

イ
 
期
日
 

場
 
所
 

ー
月
 17 

日
（
水
）
 

上
野
小
学
校
 

ー
月
 23 

日
（
火
）
 

市
場
小
学
校
 

ー
月
 24 

日
（
水
）
 

赤
池
町
公
民
館
 

尚
、
時
間
は
い
づ
れ
も
 13 

時
 30 

分
か
ら
 

15 

時
ま
で
、
料
金
は
無
料
で
す
．
 

三

種

混

合

予

防

接

種

 

（
百
日
ゼ
キ
ジ
フ
テ
リ
ァ
 
破
傷
風
）
 

該
当
者
 

1
 
生
後
3
ケ
月
以
後
の
赤
ち
ゃ
ん
で
 

ま
だ
1
度
も
受
け
て
い
な
い
人
 

3
回
接
種
（
初
回
免
疫
）
 

2
 

昭
和
 47 

年
の
三
種
混
合
の
初
回
免
 

疫
を
3
回
受
け
た
人
 

1
回
接
種
（
追
加
免
疫
）
 

イ
、
期
日
 

場
 
所
 

第
1
回
目
 

ー
月
 18 

日
（
木
）
 

赤
池
町
公
民
館
 

第
2
回
目
 

2
月
 21 

日
（
水
）
 

赤
池
町
公
民
館
 

第
3
回
目
 

3
月
 22 

日
（
木
）
 

赤
池
町
公
民
館
 

ロ
、
時
間
は
い
づ
れ
も
 13 

時
 30 
分
か
ら
 

15 

時
ま
で
、
料
金
は
無
料
で
す
。
 

ハ
、
母
子
手
帳
を
必
ず
持
参
し
て
下
さ
 

い。 

尚
、
も
れ
た
者
は
4
月
に
追
加
日
程
を
 

予
定
し
て
い
ま
す
．
 

塵
芥
ゴ
ミ
牧
集
日
程
表
 

毎
月
 

一
日
、
六
日
、
十
一
日
、
十
六
 

日
、
ニ
十
一
日
、
二
十
六
日
の
収
集
地
 

区
 

⑥
猿
田
 
上
の
原
1
、
2
、
3
 
板
屋
 

図
地
 
赤
池
団
地
 
下
町
1
、
2
 

東
 

組
、
中
組
、
西
組
，
岩
屋
組
 
大
和
町
 

1
、
2
 

昭
和
町
 
稲
荷
町
1
,
2
、 

車
道
4
 
本
町
1
、
2
、
3
、 

毎
月
 

ニ
日
、
七
日
、
＋
二
日
、
十
七
 

日
、
二
十
二
日
、
二
十
七
日
の
収
集
地
区
 

⑥
貴
船
1
 
2
、
3
 
車
道
1
、
2
、 

3
 
高
尾
1
、
2
 
高
尾
団
地
 
町
営
 

伏
原
 
下
寿
町
、
上
寿
町
、
西
寿
町
、
 

徳
人
原
上
、
下
 
伏
原
1
、
2
、
3
、 

4
 
旭
ケ
丘
 

毎
月
 
三
日
、
八
日
、
十
三
日
、
十
八
日
 

二
十
三
日
、
二
十
八
日
の
収
集
地
区
 

⑥
猿
田
を
除
く
市
場
全
地
区
 
南
町
、
 

県
営
伏
原
、
伏
原
、
西
町
中
町
、
北
町
 

東
町
、
下
西
町
 

毎
月
 
四
日
、
九
日
、
十
四
日
、
＋
九
 

日
、
二
十
四
日
、
二
十
九
自
の
収
集
 

地
区
 

＠
上
野
地
区
 
松
本
町
 
朝
日
町
 
上
 

桜
町
 
下
桜
町
 
西
ケ
丘
 
新
町
 

県
道
八
幡
ー
赤
池
線
 

全
面
通
行
止
に
つ
い
て
 

県
迫
八
幡
ー
赤
池
線
は
迫
樋
管
改
築
 

工
事
を
一
月
五
日
よ
り
三
月
末
ま
で
行
 

い
ま
す
の
で
全
面
通
行
止
に
な
り
ま
す
 

御
利
用
の
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
、
 

お
か
け
し
ま
す
が
御
協
力
下
さ
い
ま
す
 

よ
う
お
願
い
し
ま
す
 

な
お
仮
設
道
路
は
図
の
と
お
り
で
 

す。 

（
迂
廻
路
）
 

迫排本批曹改算工事l，伴う校道路

沖
縄
に
お
け
る
講
和
前
の
人
身
 

被
害
者
の
方
々
に
対
す
る
見
舞
 

金
の
支
給
に
つ
い
て
 

占
領
中
、
沖
縄
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
 

合
衆
国
の
軍
隊
、
ま
た
そ
の
要
員
な
ど
 

に
よ
る
交
通
事
故
や
暴
行
そ
の
他
の
不
 

法
行
為
の
た
め
死
亡
し
た
人
、
ま
た
は
 

ケ
ガ
を
し
た
り
病
気
に
な
っ
た
人
で
、
 

「
琉
球
人
の
購
和
前
補
償
請
求
の
支
払
 

に
つ
い
て
」
に
よ
る
支
払
を
う
け
な
か
 

っ
た
方
々
に
、
こ
の
た
び
「
沖
総
の
復
 

帰
に
伴
う
防
衛
庁
関
係
法
律
の
適
用
の
 

特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
 

い
て
、
国
か
ら
見
舞
金
が
支
給
さ
れ
る
 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

次
に
該
当
す
る
人
は
、
こ
の
法
律
に
 

よ
る
見
舞
金
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
 

ま
す
。
 

た
だ
し
、
被
害
者
の
重
大
な
過
失
に
 

起
因
す
る
場
合
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
 

昭
和
 20 

年
8
月
 16 

日
か
ら
昭
和
 27 
年
 

4
月
 28 

日
ま
で
の
間
に
沖
縄
に
お
い
て
 

合
衆
国
軍
隊
ま
た
は
、
そ
の
要
員
の
行
 

為
に
よ
り
人
身
被
害
を
こ
う
む
っ
た
日
 

本
国
籍
を
有
す
る
沖
縄
住
民
ま
た
は
そ
 

の
遺
族
で
、
昭
和
 42 

年
高
等
弁
務
官
布
 

令
第
 60 

号
に
よ
る
支
払
い
を
受
け
ら
れ
 

な
か
っ
た
者
。
 

今
回
支
給
さ
れ
る
見
舞
金
は
、
遺
族
 

見
舞
金
、
葬
祭
見
舞
金
、
休
業
見
舞
金
 

障
害
見
舞
金
な
ら
び
に
慰
謝
料
で
す
が
 

こ
れ
ら
支
給
額
は
さ
き
に
米
軍
が
高
等
 

弁
務
官
布
令
第
 60 
号
で
支
払
り
た
例
に
 

準
じ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
 

な
お
こ
の
見
舞
金
の
申
請
お
よ
び
問
 

合
せ
は
次
の
所
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
 

す． 
。
8
1
0
 
福
岡
市
中
央
区
大
手
門
2
 

丁
目
5
番
 15 

号
 

福
岡
防
衛
施
設
局
事
業
部
業
務
課
 

曲
8
0
3
 

電
話
（
 78 

)
6
1
3
1
 

北
九
州
市
小
倉
区
田
町
 

2
1
 98 

小
倉
防
衛
施
設
事
務
所
業
務
課
 

電
話
（
 56 

)
2
4
3
4
 

※
 
こ
の
見
舞
金
の
申
請
期
限
は
、
昭
 

和
 48 

年
5
月
 14 

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
 

す
の
で
、
該
当
の
方
は
早
め
に
申
請
し
 

て
下
さ
い
。
 

お
 

礼
 

一 

金
一
封
 
木
村
紀
晃
殿
 

亡
父
繁
松
殿
（
八
支
所
）
 

一 

金
一
封
 
佐
藤
ス
ギ
ェ
殿
 

亡
母
タ
ツ
ミ
殿
（
十
一
支
所
）
 

一 

金
一
封
 
加
治
馨
殿
 

亡
父
虎
彦
殿
（
一
支
所
）
 

一 

金
】
封
 
太
田
正
孝
殿
 

亡
父
平
市
殿
（
四
支
所
）
 

一 

金
一
封
 
佐
々
木
義
孝
殿
 

亡
父
市
郎
殿
（
十
一
支
所
）
 

一 

金
一
封
 
長
谷
川
孝
士
殿
 

亡
父
義
夫
殿
（
十
一
支
所
）
 

以
上
香
典
返
し
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
社
会
 

福
祉
協
議
会
へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
 


